
介護職員等特定処遇改善加算 

▼「介護職員等特定処遇改善加算」とは 

 介護職員の処遇改善につきましては、平成 29年度の臨時改定における介護職

員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りました

が、「新しい経済政策パッケージ（平成 29年 12月 8日閣議決定）」において、

「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重

点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年 10

月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。 

この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇

改善加算」が創設されたところです。当該加算を受けるためには、下記要件を満

たしている必要があります。 

【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】 
  
・現行の処遇改善加算Ⅰ～Ⅲを算定していること 
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その
他」の区分で、 
 それぞれ 1 つ以上取り組んでいること 
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること 

※詳細については、次の厚生労働省通知等をご確認ください。 

介護職員等特定処遇改善加算（厚生労働省資料） 

 

▼「見える化要件」とは・・・ 
 介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件があります

が、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善

加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な

取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっ

ていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表す

ることも可能であることが明確にされています。 

▼職場環境要件の提示について 
 見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に

関する具体的な取り組み内容を下記に掲示致します。 

https://www.yurokyo.or.jp/pdf.php?menu=item&id=2364&n=1


 職場環境要件項目 当法人としての取組み 

資 

質 

の 

向 

上 

・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対す

る実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護

技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認

知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に

対するマネジメント研修の受講支援を行う（研修

受講時の他の介護職員の負担を軽減するための

代替職員確保を含む） 

介護福祉士の受験資格が無い方に対しては、
実務者講習への参加を促し、より専門性の高
い技術を希望する職員がいれば状況を見なが
ら勧め、リーダーが勤務調整をしながら、勤務
内で出席できるように支援を行っている。
（宇・牟・古） 
研修受講の際の他の介護職員の負担を軽減す
るために、代替職員確保も行っている。（宇） 

・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課と

の連動・小規模事業者の共同による採用・人事ロ

ーテーション 

アセッサー制度を積極的に活用し、先に修了
した職員が次に受ける職員の教育つなげてい
る。 
半年に 1 度人事考課を行い、上司より適切な
アドバイスを受けて成長につなげている。
(宇) 

労 

働 

環 

境 

・ 

処 

遇 

の 

改 

善 

・新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・

メンター（新人指導担当者）制度等導入 

新人職員には、エルダー・メンター制を導入

し、連絡ノートなどを活用し意見交換を行い、

1 ヶ月・3 ヶ月・6 ヶ月に技術能力の確認を

して独り立ちが出来るように支援している。

(宇) 

・雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法

規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管

理改善対策の充実 

管理者が、直属の上司に確認し、能力に合った

研修に参加できるように支援する。(全) 

体調管理についても、直属の上司や本人から、

気軽に話せる環境を作っている。（全） 

・ＩＣＴ活用（ケア内容や申し送り事項の共有（事

業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でア

クセスを可能にすること等を含む）による介護職員

の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・

介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者

のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積

による利用者個々の特性に応じたサービス提供等）

による業務省力化 

利用者はみんなで支える考えの元、拠点区分

の事業所の内容を全て共有化し、必要に応じ

て各端末にて一利用者の関わった記録を全て

確認できることで二度書き等が無くなり、サ

ービスの効率化や統一的な提供、意思確認が

可能になる。（宇・牟） 

勤務シフト管理ソフトを導入し、24 時間切れ

目無く勤務が行えるように体制を整備し、緊

急時も対応することで、サービス提供責任者

の負担を軽減することが出来るようになって

いる。（宇） 

・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介

護ロボットやリフト等の介護機器等導入 

介護職員の腰痛防止対策として、従来型にお

いては浴室にリフトを設置し入浴の移乗介護

軽減に、洗身用に上下が出来る機器を設置し

て、低姿勢保持を軽減できるようにしている。 

又、全介護の移乗の際には、ローリングマット

を活用し、使い方の教育を徹底している。（宇） 



・子育てとの両立を目指す者のための育児休業制

度等の充実、事業所内保育施設の整備・ミーティン

グ等による職場内コミュニケーションの円滑化に

よる個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境

やケア内容の改善 

事業所内保育所を設置し、希望の方には活用

できるようにしている。（光・三） 

育児・介護休を取得できるようにしており、毎

年数名の方が、復帰している。（全） 

毎月 1回ユニット毎に会議を行い、勤務環境・

ケア内容の改善に努めている。（全） 

・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成によ

る責任の所在の明確化・健康診断・こころの健康等

の健康管理面の強化、職員休憩室等 

宇甘川荘は ISO9001 を取得しており、他施

設はその内容を参考に業務・事故・トラブル等

へのマニュアルを作成して、職員のサービス

提供の安心感になっている。（全） 

心の健康管理については、ストレスチェック

を年 1 回行い、心配な職員は産業医に相談で

きるようにしている。（宇・お） 

・分煙スペース等の整備 事業所毎に、職員の不満解消に分煙スペース

を設置している。（宇・牟・お・光・松・三） 

そ 

の 

他 

・介護サービス情報公表制度の活用による経営・人

材育成理念の見える化 

ISO9001 の取得の際に、経営・人材育成理

念を策定しており、職員がいつでも見えるよ

うにしている。（宇） 

・中途採用者（他産業からの転職者、主婦層、中高

年齢者等）に特化した人事制度の確立（勤務シフト

の配慮、短時間正規職員制度の導入等）) 

中途採用者に対して、特化するのでは無く、

公明正大になるように、給与規程・就業規則

を整備している。（全） 

・障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や

勤務シフト配慮 

障害者に対して、個々の能力が発揮できるよ

うに,個別に勤務シフトを作成している。

（宇・牟） 

・地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括

ケアの一員としてのモチベーション向上 

地域交流を大切にして、個々の行事において

相互間で、利用者・職員が交流できている。

（全） 

・非正規職員から正規職員への転換・職員の増員に

よる業務負担の軽減 

非正規職員の積極転換を行って、その職員が

出来る業務を上司が適宜指導し、本人のやる

気を育むよう努力している。（全） 

 

※表記注釈 

宇・・・宇甘川荘        光・・・光生げんき 

ㇾ・・・レファシード直島    古・・・古新田げんき 

お・・・おもいやり       三・・・三鷹げんき 

松・・・松風園         全・・・全施設 

牟・・・牟佐げんき 


